
 
指定訪問リハビリテーション 

～運営規定の概要・勤務体制・重要事項～ 

訪問リハビリテーションサービスの提供にあたり、厚⽣省令第37号第83条に基づいて、当事業
者が定める事項は次のとおりです。 
 
1  事業の⽬的及び運営の⽅針 

（1） 事業の⽬的 
ご利⽤者様の要介護状態の軽減もしくは悪化の防⽌と、介護者の介助量の軽減を⽬的とします。 

（2） 運営の⽅針 
常にご利⽤者様の病状、⼼⾝の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、リ 

ハビリテーションの⽬標を設定し、計画的に訪問リハビリテーションを⾏います。また、⾃らそ 
の提供する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション（以下「事業」といいま
す）の質の評価を⾏い、常にサービスの改善を図ります。 
 

2 事業者名および提供できる居宅サービスの種類と地域 

病院名（事業所名） 医療法⼈ 社団 明徳会 介護⽼⼈保健施設エーデルワイス 

所在地 浜松市浜名区平⼝2405 

電話番号 〈053〉585-1500 

FAX番号 〈053〉585-1501 

介護保険事業所番号 2 2 5 8 3 8 0 0 1 9  

代表者名 ⾅井岳 

サービスを提供する地域 浜松市浜名区、天⻯区 

3 従業者の職種、員数及び職務の内容 
職 名 資 格 常勤 ⾮常勤 合計 業務内容 

医師 医師 1名 1名 2名 医療 

理学療法⼠ 理学療法⼠   6名 0名  6名 
院内及び事業の業務の業務 

に当たる 
作業療法⼠ 作業療法⼠ 7名 0名 7名 

⾔語聴覚⼠ ⾔語聴覚⼠ 1名 ０名 1名 

平⽇ 午前9時00分〜午後16時30分 

休業⽇ ⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末・年始 



 

  

 

担当者 

地域連携室相談員  ⽊下、平、倉⽥ 

リハビリテーション部 

訪問リハビリテーション 主任 鈴⽊ 

電 話 〈053〉585-1500 

受付時間 ⽉〜⾦曜⽇ 午前 9 時 00 分〜午後 17 時 00 分 

5 事業の利⽤料及びその他の費⽤の総額 
（1）利⽤料 

介護保険からの給付サービスを利⽤する場合は、原則として基本料⾦の1割です。ただし、
介護保険の給付の範囲を超えたサービス利⽤は全額⾃⼰負担となります。 

【基本料⾦】 

基本報酬 

訪問リハビリテーション（１回）︓308単位 
(利⽤者負担額︓1割負担の場合313円） 
介護予防訪問リハビリテーション︓298単位 
（利⽤者負担額︓1割負担の場合303円） 

リハビリテーション 
マネジメント加算(ｨ) 

1⽉につき180単位を追加 
（利⽤者負担額︓1割負担の場合183円） 

リハビリテーション 
マネジメント加算(ﾛ) 

1⽉につき213単位を追加 
（利⽤者負担額︓1割負担の場合217円） 

短期集中リハビリテー
ション実施加算 
※対象者のみ 

退院⽇もしくは介護保険認定⽇から3か⽉以内に限り 
1⽇につき200単位を追加(利⽤者負担額︓1割負担の場合
203円) 

認知症短期集中リハビ
リテーション実施加算 
※対象者のみ 

退院⽇もしくは介護保険認定⽇から3か⽉以内に限り 
1⽇につき240単位を追加(利⽤者負担額︓1割負担の場合
244円) 

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ） 1⽇につき6単位を追加（利⽤者1割負担︓6円） 

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ） 1⽇につき3単位を追加（利⽤者1割負担︓3円） 

移⾏⽀援加算  1⽉につき17単位を追加（利⽤者1割負担︓17円） 
中⼭間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算 

所定単位数×10/100（利⽤者1割負担︓左記の1割） 

退院時共同指導加算 1回につき600単位を追加（利⽤者1割負担︓610円） 
⼝腔連携強化加算 1回につき50単位を追加（利⽤者1割負担︓51円） 
 

 

 

（2）交通費 
浜名区、天⻯区にお住まいの⽅は無料です。それ以外の地域にお住まいの⽅は、理学療法⼠⼜は

作業療法⼠が訪問するための交通費の実費をご負担していただくことになります。交通費は１⽇
当たり200円となります。 

 
（3）料⾦の⽀払⽅法 

毎⽉、10⽇前後に前⽉分の請求をいたします。原則、引き落としと致します。（提供翌⽉16⽇） 
お⽀いいただいた後、領収書を発⾏いたします。 
引き落とし困難な場合は、現⾦集⾦、振り込み、エーデルワイスの窓⼝にてお⽀払いください。 

 
5 緊急時及び事故発⽣時の対応 

サービスの提供中に事故が発⽣した場合は、事前の打ち合わせにより市町村、主治医、ご家 
族、居宅介護⽀援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 
6 サービスの利⽤⽅法 

サービス利⽤希望者は、当院リハビリテーションスタッフに声をかけて頂くか、お電話等で 
お申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。訪問リハビリテーション計画書作 
成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始いたします。 
※居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護⽀援専⾨員と 

ご相談ください。 
 
7 サービス内容に関する苦情 

当事業所の提供したサービスに対して、不満や苦情がある場合には、次の窓⼝までお申しつ 
けください。この他、市町村や国⺠健康保険団体連合会に苦情を申し⽴てることが出来ます。 

（1）当事業所のお客様相談・菅階窓⼝ 


